
届出書と衛生証明書の提出

検疫所に提出

動物の輸入届出制度の概要
届出対象

・哺乳類、鳥類

・齧歯目及びうさぎ目の死体

届出の受理

衛生証明書の記載事項（輸出国政府機関発行）
• 輸出国政府機関の名称及び所在地、発行年月日等
• 疾病に関する証明

・全ての哺乳類：狂犬病
・齧歯目：ペスト、野兎病等
・鳥 類：ウエストナイル熱、高病原性鳥インフルエンザ

低病原性鳥インフルエンザ

届出書の記載事項
① 動物の情報（種類、数量、用途等）
② 輸送の情報（積出地等）
③ 荷送人・荷受人の情報（住所、氏名等）
④ その他

通 関
（輸入許可）

提出書類の審査

国内流通


